
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　人件費とは、一般職に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当のほか、
　　　　　共済費などを含む経費の合計です。
      ２　普通会計とは、一般会計に特別会計のうち学校給食センター事業を合わせたものです。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

（注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。
      ２　職員数は、平成２０年４月１日現在の普通会計に係る人数です。

(3) 特記事項
○特別職等の給料について、平成１７年４月１日から平成２３年３月３１日までの間、市長３５，０００円、副市長３０，０００円、教育委員会教育長

２６，０００円を減額しています。

２０年度

75,410 17,086,169

千円

518 1,874,443 258,174 748,781 2,881,398 5,563 6,397

（参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給与費 B/A

　　　　　　Ｂ

人　

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

人 件 費 率

区　　分

24.0

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

Ｂ／Ａ

２０年度

１９年度の人件費率

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（２０年度末）

八街市の給与・定員管理等について

（参考）

職員数

　　　　　　Ａ

人 件 費

　　　　　　　　　　　％

24.0

　　　　　　％

360,849 4,103,612

実 質 収 支
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　 ２６，０００円を減額しています。

○一般職の管理職手当について、平成１９年４月１日から平成２３年３月３１日までの間、２０％削減しています。
○地域手当について、平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日までの間、特例条例により５％から３％に削減していましたが、平成２１年４月
　 １日から本則で３％となりました。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２１年４月１日現在）

　　 A一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　 B技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

う ち 清 掃 職 員

う ち 用 務 員 47.0 216,814

241,233

384,643

平 均 年 齢

41.0

平均給与月額

241,600

251,060

類似団体

359,986

う ち 学 校 給 食 員

43.9

国 41.5

八街市

330,81842.4

区　　分

45.7

44.4 355,669

227,580

―

241,257

285,133

224,714

平 均 年 齢 平均給料月額

―

443,531

平均給料月額

45.0

平均給与月額

（国ベース）

区　　分 平均給与月額

235,514

406,162

391,770

370,103

325,521

398,310338,592

千葉県 386,98249.9

八街市

千葉県

235,457

272,767

平均給与月額

（国ベース）

242,934

322,737

366,506

国

331,246

285,54849.2

2

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（平成２１年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　　経験年数とは、学校卒業後すぐに採用され、引き続いて勤務している場合には、採用後の年数をいい、採用前職歴　　

　　　　　採用前職歴などがある場合は、その期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。

経験年数１５年

円 178,800

高　校　卒

技能労務職

一般行政職
大　学　卒 172,200

八　街　市区　　　　　分

48.4

技能労務職
242,617

144,500

高　校　卒 215,825

中　学　卒

国千　葉　県

Ⅰ種181,200

144,500 140,100

円
Ⅱ種172,200

高　校　卒

区　　　　分

該当なし 該当なし

144,500

137,200

192,733

該当なし

中　学　卒 125,400 133,100

経験年数２０年

359,040

256,550 310,760

253,188 303,577

327,925340,898類似団体 311,057

経験年数１０年

大　学　卒

高　校　卒

一般行政職

210,800
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２１年４月１日現在）

（注）１　八街市一般職の給与等に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

30 8.8

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

課長

　　　　　　　　％

主幹、副主幹

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

6.7

　　　　　　　　％

14.7

標準的な職務内容 職員数

主事補
2.17

構成比

８　　級

区　　分

４　　級

３　　級

１　　級

５　　級

６　　級

主査

　　　　　　　　人

副主査、主任主事

23

　　　　　　　　人

７　　級

　　　　　　　　人

52

　　　　　　　　人

主事２　　級

主査補

　　　　　　　　％

29

部長
7

　　　　　　　　人

143 41.9

　　　　　　　　％

2.1

8.5

50

　　　　　　　　％

15.2

3

職 給 関 条 給料表 職

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　 （注）平成１８年に９級制から８級制に変更しています。（旧給料表の３級、４級を統合）　

１級

2.1%
１級

2.3%

１級

3.5%

２級

6.7%

２級

6.9%

２級

8.5%

３級

41.9%

３級

46.4%

３級

18.6%

４級

15.2%

４級

11.0%

４級

30.6%

５級

8.8%

５級

9.8% ５級

9.6%

６級

14.7%

６級

12.7% ６級

9.8%

７級

8.9%

７級

13.8%

７級

13.0%

８級

2.3%

８級

9.5%

８級

9.7%
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41.9%

３級
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３級

18.6%

４級

15.2%

４級

11.0%

４級

30.6%

５級

8.8%

５級

9.8% ５級

9.6%
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14.7%

６級

12.7%
６級

9.8%

７級 8.5%
７級
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況

１：勤務成績の評定の実施状況

　地方公務員法第４０条に基づき、１年間の勤務状況等を５段階で評定しています。

２：昇給への勤務成績の反映状況

　昇給については、昇給日前１年間、良好な勤務成績だった職員を４号給（給料表７級以上の者は３号給、また５５歳以上の者は

２号給に抑制）昇給とし、特に勤務成績が良好であった職員は６号給以上、良好であると認められなかった職員については、

３号給以下としています。

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当 　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分 3  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ 1.6 ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　５％～１５％ 　・役職加算　　　５％～２０％ 　・役職加算　　　５％～２０％

　・管理職加算　１５％・２５％ 　・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

1.50

0.75

1,475 1,942

3

1.6 0.75

1.50

1.6 0.75

3

―１人当たり平均支給額（平成２０年度）

八　　　　　街　　　　　市 千　　　　　葉　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（平成２０年度）

1.50

4

（2) 退職手当（平成２１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～２０％加算） （２～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　無　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２０年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当

（平成２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                         

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしています。       

59.28 59.28

41.34

47.50 59.28

23.50

59.28

30.55

3

国の制度（支給率）

47.50

23.50

59.28

548

支給対象職員数

3

支給率

八街市全域

支給対象地域

3八街市全域

支給対象地域 支給率

支給実績（平成２０年度決算）

112,598

21,423

33.50

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）

33.50

59.28

30.55

41.34

62,492

国の制度（支給率）

6,884

国八　　　　　　　　　　　街　　　　　　　　　　　市

3

4



 (4) 特殊勤務手当

平成１７年度より特殊勤務手当は、すべて廃止しました。

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成２１年４月１日現在）

円

円

千円

千円

内容及び支給単価

140

支 給 実 績 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ）

手　当　名 （平成２０年度決算）
国の制度と

同じ

・配偶者　　１３，０００円
・配偶者以外の扶養親族
１人６，５００円
１６歳から２２歳までの子
１人５，０００円加算

支給実績

住居手当

異なる内容

・借家の場合（家賃が１
２，０００円を超える場合
に限る）　　　額に応じて２
７，０００円を限度に支給
・自宅の場合　２，５００円
（新築または購入の日か

同じ扶養手当

169

77,553

支給職員１人当たり
平均支給年額

国の制度
との異同

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ）

95,769

51,355 230,291

161,63418,103

（２０年度決算）

5

円

円

円

円

円

円

※１　住居手当のうち自宅分については、平成２１年１２月に廃止となりました。

※２　管理職手当は、平成２１年度から定額制に変更となりました。

千円

千円

－

4,200

千円

千円

千円

－

夜間勤務手当

宿日直手当

一部異なる

一部異なる

同じ

通勤手当

管理職手当

休日勤務手当

・管理監督の地位にある
職員に対し給料月額の１
００分の１８を超えない範
囲内で規則で定める額を
支給する（※２）

・休日及び年末年始の休
日等に勤務した場合、勤
務１時間当たりの給与額
の１００分の１２５から１５０
の間での範囲で支給する

同じ

同じ

・午後１０時～翌午前５時
までの間を正規の勤務時
間として勤務した場合、
勤務１時間当たりの給与
額の１００分の２５をその
間の勤務時間に対し支
給する

・勤務１回につき４，２００円

・電車、バスを利用する
場合　定期代等５５，０００
円を上限に支給
・乗用車などを利用する
場合　使用距離等に応じ
て２，０００円から２４，５００
円を支給

（新築または購入の日か
ら５年間）（※１）

－

562,830

72,738

－千円

－

29,830

1,025

乗用車など
を使用した
場合の使
用距離区
分が一部
異なる

34,187

管理職員特別勤務
手当

・管理監督の地位にある
職員が臨時又は緊急の
必要により、週休日、休
日又は年末年始の休日
等に勤務した場合、１２，
０００円を限度に支給する

階級別の
単価が異な
る

－

5



５　特別職の報酬等の状況（平成２１年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

在職月数×給料月額×（45/100） 円

（平成19年4月1日以降に就任の場合35/100）

在職月数×給料月額×（25/100） 円

860,000

825,000

817,000

給 料 月 額 等

579,6001,007,000

720,000

400,000

552,000

（参考）類似団体における最高／最低額

273,500

副 市 長

副 議 長

議 員

359,800445,000

295,800620,000副 議 長

　　（平成２０年度支給割合）

560,000

報

酬

　　（平成２０年度支給割合）

議 員 355,000

市 長

市 長退
職
手
当

期
末
手
当

副 市 長

4.4

副 市 長

4.4

給

料 690,000

任期毎

任期毎8,280,000

17,820,000

議 長

議 長

690,000

区 分

市 区 町 村 長

6

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数 　　　 人

人口1万人当たり職員数 　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数 　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

1

小　計

水道

その他

13

26

12

519 511

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

一
般
行
政
部
門

小　計

税務
農林水産

商工

小計

教育部門

土木

総務

113

合　　計

民生
衛生

議会

405

142
43

＜参考＞

74.66[       ６３６       ］

下水道

570 563

51 52

65

398

5

140

85
40
21
4

消防部門

普
通
会
計
部
門

平成２１年平成２０年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数

5

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

-2 人員配置の見直し

事務の民間委託、休職者復帰による配置換

4
21

[     ０    ］

2

-1

-7

業務量に見合った人員配置の実施

63

-382
40

＜参考＞

-2

-1 業務の一部委託

52.78

12

＜参考＞

67.76-8
80.16

退職者の不補充
43

[      ６３６      ］

28

12

114

-7

退職者の不補充
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（2)年齢別職員構成の状況（平成２１年４月１日現在）

　

0

5

10

15

20

25

構成比

５年前の構成

比

%
（例）

7

（注）　職員数に教育長は含んでいません。

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

A平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

（注）　数値目標については、全職員を対象とした目標です。

608 577 31 5.1

始　期 終　期

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日

職員数
1020

人 人

3 26 45

純減数 純減率

数値目標

３１人の削減

平成22年4月1日

職員数 職員数

平成17年4月1日

計画期間

人 人人

100 55 74 58

～

40歳

27歳 31歳

人

43歳39歳35歳

人

55歳

人 人 人

48歳

～

20歳
～ ～

56歳 60歳44歳 52歳

59歳 以上47歳 51歳

24歳 28歳 32歳 36歳

～ ～ ～ ～～

区　分

未満
～

20歳

23歳

人 人

70 27 2

計

人

562

7



B定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間です。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示します。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　A 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

める職員給与費比率Ｂ　 　　　　　　Ｂ／ＡＡ  

－45 （145.2％） -31

　質収支

増 減

１９年度の総費用に占

-10

職員給与費比率

-16 -12

総費用に占める

計 570 ―職員数 608 598

等 会 計

教　育 130 128 121 114

公 営 企 業 職員数

　　　　（　　％）

３年目

582

-3

増 減

１年目

区　　分 総費用 純損益又は実

577

-2 -7 -7 　　　　（　　％）-1

増 減

職員数

職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

一般行政

―

２年目

（参考）

計

１７年 １８年 １９年 ２０年

数値目標

１７年～２１年

計画始期

２１年

　　　　（　　％）

424 421 411 405 ―

-10 -6

増 減 -5

54 49 50 51

1

―

1

52

1

563

-7

４年目

398

-7

113
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（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、平成２０年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

○一般職の管理職手当について、平成１９年４月１日から平成２３年３月３１日までの間、２０％削減しています。

○地域手当について、平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日までの間、特例条例により５％から３％に削減していましたが、平成２１年４月

　 １日から本則で３％となりました。

B 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円　 ％

6,042 6,78512 46,195 7,043 19,268 72,506

千円 千円人 千円 千円 　　　　　千円 千円

（参考）市町村平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

区　　分 職員数 一人当たり

％

1,095,598 9,930 72,506 6.62 6.53

　　　　千円

370,362

349,000 578,908

平　均　年　齢

45.6

千円　

基本給

２０年度

団 体 平 均

平均月収額

564,094

八 街 市 40.6

　　　　　　区　　分

　　計　　Ｂ

２０年度
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 C 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成２０年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５％～１５％ ・役職加算　　５％～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成２１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２～２０％加算） （２～２０％加算）

（ 職時 昇 無 ） （ 職時 昇 無

八街市水道事業 八街市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（２０年度） １人当たり平均支給額（２０年度）

八街市水道事業 八街市（一般行政職）

0.75

1,606 1,475

1.6

3 1.5 3

1.6

1.5

0.75

41.34

59.28

59.28

23.50

33.50

47.50

59.28

47.50 59.28

59.28 59.28

23.50 30.55

33.50 41.34

30.55

9

（退職時特別昇給　　　　　　　　無 ） （退職時特別昇給 　　　　　　無 ）

ウ　地域手当

（平成２１年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当

平成１７年度より特殊勤務手当は、全て廃止しました。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

3

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績（平成２０年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）

支 給 実 績 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ） 1,614

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ） 1,495

134

八街市全域 3 12

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ） 125

一般行政職の制度（支給率）

1,458

121,480

9



カ　その他の手当（平成２１年４月１日現在）

円

円

円

円595,176

・休日及び年末年始の休

管理職手当

・管理監督の地位にある
職員に対し給料月額の１
００分の１８を超えない範
囲内で規則で定める額を
支給する（※２）

同じ 595 千円

226,000

通勤手当

・電車、バスを利用する
場合　定期代等５５，０００
円を上限に支給
・乗用車などを利用する
場合　使用距離等に応じ
て２，０００円から２４，５００
円を支給

同じ 1,016 千円 84,660

住居手当

・借家の場合（家賃が１
２，０００円を超える場合
に限る）　　　額に応じて２
７，０００円を限度に支給
・自宅の場合　２，５００円
（新築または購入の日か
ら５年間）（※１）

同じ 678 千円

1,802 千円 225,188扶養手当

・配偶者　　１３，０００円
・配偶者以外の扶養親族
１人６，５００円
１６歳から２２歳までの子
１人５，０００円加算

同じ

手　当　名 内容及び支給単価 （平成２０年度決算） 平均支給年額
（２０年度決算）

支給職員１人当たり

異同 なる内容

支給実績一般行政職 一般行政職
の制度との の制度と異

10

円

円

円

※１　住居手当のうち自宅分については、平成２１年１２月に廃止となりました。

※２　管理職手当は、平成２１年度から定額制に変更となりました。

D　定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

    →６(３)Aを参照

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →６(３)Bを参照

－ 千円 －夜間勤務手当

・午後１０時～翌午前５時
までの間を正規の勤務時
間として勤務した場合、
勤務１時間当たりの給与
額の１００分の２５をその
間の勤務時間に対し支
給する

休日勤務手当

・休日及び年末年始の休
日等に勤務した場合、勤
務１時間当たりの給与額
の１００分の１２５から１５０
の間での範囲で支給する

同じ － 千円 －

同じ － 千円 －
管理職員特別勤務

手当

・管理監督の地位にある
職員が臨時又は緊急の
必要により、週休日、休
日又は年末年始の休日
等に勤務した場合、１２，
０００円を限度に支給する
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